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（
経
済
産
業
委
員
会
）

中
小
企
業
等
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
号

（
）

衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
や
事
業
再
生
に
取
り
組
む
企
業
に
十
分
な
資
金
を
供
給
す
る
た
め
、
出
資
に
よ
り
資
金
供

給
を
行
う
仕
組
み
で
あ
る
フ
ァ
ン
ド
制
度
の
拡
充
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
題
名
の
変
更

題
名
を
「
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

二
、
目
的
の
見
直
し

本
法
の
目
的
を
中
小
企
業
等
の
自
己
資
本
の
充
実
を
促
進
す
る
こ
と
か
ら
、
事
業
者
へ
の
円
滑
な
資
金
供
給
を
促
進
す
る

こ
と
に
変
更
す
る
。

三
、
投
資
対
象
の
追
加

、

。

フ
ァ
ン
ド
の
投
資
対
象
の
制
限
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
よ
り

資
金
供
給
の
対
象
を
中
小
企
業
等
か
ら
事
業
者
に
拡
充
す
る

四
、
投
資
手
法
の
拡
充
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フ
ァ
ン
ド
の
機
能
を
拡
充
し
、
出
資
先
企
業
に
対
し
て
、
融
資
や
債
権
の
取
得
が
行
え
る
よ
う
に
す
る
。

五
、
投
資
家
の
資
格

フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
投
資
家
は
、
適
格
機
関
投
資
家
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
と
す
る
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


